
第１回 学校運営協議会 
日時：令和７年４月２４日（木）14:00～16:00 

場所：北浜東小学校 北校舎２階 特別室 

  

次 第 
進行：菅沼秀明 

１ 開会 

 

２ 開催要件の確認 

 

３ 校長挨拶 

 

４ 新規委員任命書交付 

 

５ 自己紹介 

 

６ 浜松市学校運営協議会規則確認 

 

７ 会長選出 

 

８ 副会長指名 

 

９ 議長選出 

 

10 前回までの会議録等の確認 

（１）令和６年第４回会議録について 

（２）令和６年度学校運営協議会自己評価について 

 

11 熟議 

 （１）新年度の学校運営の基本方針の概要説明 

（２）学校いじめ防止基本方針に関すること 

（３）「夢育やらまいか」事業の意見書について 

（４）令和７年度の学校運営協議会の自己目標 

 

12 事務連絡 

  ・第２回学校運営協議会 ５月 26 日（月）13:30～15:30 

    受付→視点の確認→授業参観→熟議 

 

13 閉会 



令和７年度 学校運営協議会 委員名簿 

 

 氏  名 役  職 

学校支援 CD  
 

委  員 倉橋 芳久 主任児童委員 

委  員 本間 規子 
子育てセンターなかぜ 

園長 

委  員 生熊 義憲 民生委員・児童委員 

委  員 今田栄之助 民生委員・児童委員 

委  員 久保田静香 令和７年度 PTA 会長 

委  員 神谷 智里 令和６・７年度 PTA 会計 

委  員 羽柴ちひろ 令和７年度 PTA 会計 

校  長 中島 利美  

教  頭 佐野 教代  

CS 担当教員 菅沼 秀明  

CS ディレクター 入手 佑香  

CS オブザーバー 松野 聖 
北浜南部協働センター 

副主幹 

教育総務課担当   
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○浜松市学校運営協議会規則 

令和元年８月２９日 

浜松市教育委員会規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第４７条の５の規定に基づき、学校運営協議会（以下「協議会」という。）につ

いて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 対象学校 協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校

をいう。 

(2) 校長 対象学校の校長（園長を含む。）をいう。 

(3) 児童生徒 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児をいう。 

(4) 保護者 児童生徒の保護者をいう。 

(5) 地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。 

(6) 地域住民等 地域住民、対象学校の運営に資する活動を行う者その他の関係者をい

う。 

（目的） 

第３条 協議会は、児童生徒及び地域の現状並びに学校の課題を捉え、特色ある学校づく

りを推進するとともに、地域とともにある学校の実現に資することを理念として、浜松

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び

地域住民等の対象学校の運営への参画を促進し、もって当該運営の改善及び児童生徒の

教育活動の充実を図ることを目的とする。 

（設置） 

第４条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、当該目的が達成

できると認められる学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が２以

上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、２以上の

学校について一の協議会を置くことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により協議会を置く場合には、校長、保護者及び地域住民

等の意見を反映するよう努めるものとする。 

（協議会の役割） 

第５条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 対象学校の運営に関すること。 

(2) 対象学校の運営への必要な支援に関すること。 

(3) 児童生徒の健全育成に関すること。 
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２ 協議会は、協議の結果について、保護者及び地域住民等の理解を促し、主体的な参画

並びに支援及び協力を得られるようにするため、保護者及び地域住民等に協議の結果に

関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（対象学校の運営に関する基本的な方針の承認） 

第６条 校長は、教育課程の編成及び学校経営に関する全体構想について、毎年度基本的

な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。 

２ 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従い、対象学校の運営を行わな

ければならない。 

（対象学校の運営等に関する意見の申出） 

第７条 協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）につい

て、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の職員に関するも

のを除く。）について、教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、

校長の意見を聴取しなければならない。 

（対象学校の運営等に関する評価） 

第８条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況について、浜松市立幼稚園管理

規則（平成２年浜松市教育委員会規則第６号）第２１条第３項、浜松市立小中学校管理

規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第１号）第３３条第３項又は浜松市立高等学校

管理規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第３号）第４０条第３項に規定する評価を

行わなければならない。 

２ 協議会は、毎年度１回以上、当該協議会の取組について自ら評価を行わなければなら

ない。 

３ 前２項の評価について必要な事項は、別に定める。 

（委員） 

第９条 協議会は、委員１０人以内で組織する。ただし、第４条第１項の規定により２以

上の学校について一の協議会を置く場合は、委員１５人以内で組織することができる。 

２ 校長は、次に掲げる者のうちから委員となることが適当と認められる者を選出し、教

育委員会に推薦する。 

(1) 地域住民 

(2) 保護者 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、校長が適当と認める者 

３ 委員は、前項の規定により推薦された者のうちから、教育委員会が任命する。 

４ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職

の地方公務員とする。 



3/4 

（委員の任期） 

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（委員の解任） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することが

できる。 

(1) 委員から辞任の申出があったとき。 

(2) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。 

(3) 次条の規定に違反したとき。 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に

報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員に対して文書等によりその理由を示

さなければならない。 

（委員の守秘義務等） 

第１２条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

２ 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員としてふさわしくない行為をすること。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教的活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の適正な運営に著しい支障を及ぼ

す言動をすること。 

（会長及び副会長） 

第１３条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議の運営） 

第１４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、出席した委員の互選により、その都度定める。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見や助
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言を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第１５条 協議会の会議は、公開とする。 

２ 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、議決により秘密会と

することができる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。 

（研修） 

第１６条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、委員の役割及び責任等

について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１７条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行うとともに、必要に

応じて助言又は指導を行うものとする。 

２ 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が

生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合においては、当該協議会の適正な運営

を確保するために必要な措置を講じるものとする。 

３ 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報

の提供を行うものとする。 

（細目） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

令和６年度 第４回 北浜東小学校運営協議会 会議録（要点記録） 

 

１ 開催日時  令和７年１月 31 日（金）13 時 54 分から 15 時 45 分まで 

２ 開催場所  北浜東小学校 特別室 

３ 出席委員  倉橋 芳久、本間 規子、生熊 義憲、市川 寛奈、神谷 智里、 

横田 めぐみ  

４ 欠席委員  なし 

５ 学   校    花井 清孝（校長）、佐野 教代（教頭）、  

菅沼 秀明（ＣＳ担当教員）、入手 佑香（ＣＳディレクター） 

６ 傍 聴 者  なし 

７ 会議録作成者   入手 佑香（ＣＳディレクター） 

８ 議長の選出 

  司会から、議長の選出について委員に意見を求めたところ、生熊委員と市川委

員が、本日の議長を務めることを申し出、全員意義なくこれを承認した。 

 

９ 協議事項  

（１）令和６年度学校関係者評価 

（２）学校運営協議会自己評価 

（３）令和６年度いじめ防止対策及び令和７年度取組計画 

（４）令和７年度学校運営基本方針について 

   

10 会議記録      

    司会の菅沼から、委員総数６人のうち６人の出席があり、過半数に達している 

ため、会議が成立している旨の報告があった。 

 

（１）令和６年度学校関係者評価 

 議長の指示により、教務主任から別紙資料に基づき、児童・保護者・教職員の 

三者に実施した「学校評価アンケート(後期)」の結果と考察、改善方策について 

の説明があり、委員からは以下の発言があった。 

・ 「新しいことに挑戦したり、粘り強く取り組んだりできる。」ことについて職員

の評価が前期より評価数値が高くなっているが、何か工夫をしたのか。 

（市川委員） 

・ 子供たちが生活や学習の場面で目標設定をして、目標を達成し、達成感の積み

重ねがあったことで、職員も子供の成長を実感したのではないか。（教務主任） 

・ ２学期は運動会や修学旅行、持久走がんばり週間などの多くの行事があり、子

供たちも「目標に向かって頑張れた。」と達成感を感じる機会が多くあるため、評

価数値に表れたのではないか。（校長） 

・ 持久走がんばり週間では、周りと比較するのではなく、具体的な数字で、前回

の自分の記録に挑戦していた。（市川委員） 



 
 

・  竹馬の練習をひとりでやっていた時には、諦めてしまうことがあったが、友達 

 と一緒に練習するようになってから竹馬に乗れるようになった。ひとりで練習す

よりも友達同士の関わりが新しい発見や協働的な学びに繋がると感じた。 

（市川委員） 

・ 好奇心がある子供は「新しいことに挑戦すること」は抵抗なく乗り越えられると 

思うが、「粘り強く取り組むこと」はある程度、成熟が必要だと思う。（市川委員） 

・ 「新しいことに挑戦したり、粘り強く取り組んだりできる」の項目がひとまとめ 

になっているが、達成するために必要な過程は細分化されると思う。（市川委員） 

・  子供たちに関しては、すべてが 80％を超える評価となっている。子供たちは自 

己実現できていると感じており、成長を自覚し始めている。保護者や教職員の評

価では 70％の達成項目もあるが、保護者と教職員の期待値だと思う。 

（倉橋委員） 

・  子供たち自身がどのように評価しているかが一番大切ではないか。80％以上の

子供たちが自分を肯定的に評価していることを大事にしてもらいたい。 

（生熊委員） 

・  園では内気な性格だった子が、特チャレ集会では、自ら進んで、自分を表現す 

る場面があったことを聞いてとても嬉しかった。（本間委員） 

・ 特チャレ集会を通して、相手のことを見て、友達のいろいろな面を知ることが

子供たちにとってとても大事だと思った。友達を知る機会になり、いじめ防止に

つながるのではないか。（本間委員） 

・ 自分が子供の頃は、学習発表会が苦手だった。やらされている感じがあったが、

特チャレ集会は、子供たちが自主的に特技やチャレンジしているので発表してい

る子も、見ている子も楽しそうで良かった。（神谷委員） 

・ 「新しいことに挑戦すること」と継続して「粘り強く取り組むこと」を細分化し

てアンケートした場合、評価結果は違ってくるのではないか。「新しいことに挑戦

すること」と「粘り強く取り組むこと」は取り組み方が違うので、評価が難しい。

                              （横田委員） 

・ 走ることが得意ではなかったが、持久走がんばり週間が始まる前から、自宅の

周りを走ることを始め、現在も継続している。目標としていたタイムよりも早く

走れてとても嬉しそうだった。走ることが習慣化して、粘り強く継続できている

ことに成長を感じる。（横田委員） 

 

（２）学校運営協議会自己評価  

議長の指示により、教頭から資料に基づき、学校運営協議会自己評価の集約結

果についての報告があった。 

 

（３）令和６年度いじめ防止対策及び令和７年度取組計画 

議長の指示により、教頭からいじめの実態把握と対応の仕方・本校でのいじめ

の事例について説明があり、委員からは以下の発言があった。 

・ ＳＮＳ上でのトラブルで「勝手に削除」とあるがどういうことなのか。情報モ



 
 

ラル講座では具体的にどのようなことをしたのか。（倉橋委員） 

・  特定の子だけをＳＮＳのグループから除外したり、グループの中から 1人を外

して別のグループを作るなどＳＮＳ上での仲間外れがあった。（教頭） 

・  市教委の講師の先生から、子供たちの実態に合った分かりやすいお話やこれか

ら気を付けるべき点について話をしてもらった。（教頭） 

・  ＳＮＳを利用している子供たちは多いと思う。人を傷つけるような内容を書き

込まないなどのルールや使い方についても話をしてもらいたい。（倉橋委員） 

・  小学生がＳＮＳを使用していることに大変驚いた。（生熊委員） 

・  ＳＮＳやインターネット上でのトラブルを学校はどのようして知り得たのか。

                              （本間委員） 

・  学校がＳＮＳの内容を確認することはできないので、子供たちや保護者からの

訴えから事情を確認し、適正に指導・対応している。（教務主任） 

・  何かあったら一人で悩まず、先生や保護者に相談するよう普段から子供たちに

伝えておくことが重要だと思う。（本間委員） 

・  小学生がスマホを持ちはじめる時期が低年齢化していると感じる。 

（本間委員） 

・  スマホ所持率はどれくらいなのかアンケートをしてみてはどうか。 

（倉橋委員） 

・  子供がスマホを持っていなくても、親のスマートフォンを共有してＳＮＳを利

用している子もいると思う。（横田委員） 

・  インターネット通信ゲームでは、ゲームをしながら声で会話ができる「ボイス

チャット」という機能を使っている。ゲームの世界に入りすぎて、負けたらカッ

となってしまったり、強い言葉を言ってしまうことがある。（横田委員） 

・  対戦ゲームでは、暴言を吐いてしまうことがある。いつもは友達の顔が見える

からこんなことは言ってはダメかなと分かるけれど、知らない相手だから、その

分、強い言葉を言ってしまうと思う。（神谷委員） 

・  いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発することは十

分にあり得ると思う。表面的な謝罪だけで解決したと、安心することなく、被害

者、加害者の児童が納得できるように声を掛けたり、フォローしたりしてもらい

たい。（倉橋委員） 

・  いじめ対策委員会では、職員全員が情報を共有し、３か月間は必ず見守りをし

て対応している。（校長） 

 

（４）令和７年度学校運営基本方針について 

   議長の指示により、校長から来年度の北浜東小学校の経営構想について説明

があった。全員異議なくこれを承認した。 

 

その他報告事項等 

   司会から、令和７年度第１回学校運営協議会は、４月 24 日（木）午後２時か

ら特別室で開催する旨の報告があった。 



 
 

 



（様式１） 

令和６年度 学校運営協議会自己評価表 

浜松市立（ 北浜東小 ）学校運営協議会長 

＜本年度の目標＞ 

 

＜評価項目１＞ 学校運営の基本方針について熟議することができたか。 

 

＜評価項目２＞ 承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる

学校支援活動などについて熟議を進めることができたか。 

 

＜評価項目３＞ 協議会での協議結果について、十分な情報発信を行ったか。 

 

＜評価項目４＞ 今年度の取組の評価を踏まえた来年度の目標（取組の重点） 

・グランドデザインをもとに、学校目標等が校長より示され、学校の教育目標やめざす子供

像について理解し、共有した。委員から積極的に質問や意見が出され、目標・課題となる点

について熟議することができた。 

・第２回学校運営協議会では、授業の様子を参観し、今年度の目標でもある自己表現できる子とい

う観点から、自分の考えを持ち、相手に伝えたいという思い、相手の意見を理解し、受け入れよう

とする姿勢について話し合った。 

・継続してあったボランティア活動に加え、新たな活動についての提案があり、支持する意見とと

もに留意したい点についても委員から意見があり、意義深かった。 

・子供同士や地域の方とのつながりを深めるため、地域ふれあい活動を実施することを確認した。

熟議を通し、内容を充実するため、地域から講師他一般の参加者も募っていくことを決定した。 

・学習支援ボランティア活動への協力依頼方法等について熟議することができた。 

・ボランティアの方の参加人数からみても、十分な発信が行えていたと思う。 

・学校だより、ＣＳだより、ブログ、さくら連絡網等で情報発信を行ったことで、ボランテ

ィアの確保につながった。 
 

・学校運営協議会の認知度を上げる。（他の保護者から学校運営協議会とは何かを聞かれる

ことがあった） 

・【チャレンジ精神を育む取組】自分に自信を持つ。自己肯定感を高める。 

①「自己表現できる子が増えてきている」との報告があったので、来年度もさらにその力が

身に付くような教育活動を支援していく。 

②「地域ふれあい活動」を引き続き実施していくと共に、活動内容についても再検討してい

く。（特に高学年） 

③将来に夢を抱けるような活動、体験、講話などを支援していく。 

・ 

周りの人とのふれあいを通して、自己肯定感を高め、自己表現できる子に育てるととも

に、他者の思いも大切にできる子に育てるために学校運営協議会としてできることを探る。 



 
 

令和７年度 浜松市立北浜東小学校 グランドデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R７の重点取組 

北浜東部中学校区 

◎夢の実現に向けて挑戦し続ける子 

知：ともに学び合う子  

徳：思いやりのある子 

体：心身ともにたくましい子 

第４次浜松市教育総合計画(前期)〈R７～R11〉  

☆基本 理念：描く夢や未来の実現  

☆コンセプト：「主体性」「多様性・包摂性」「信頼・協働」 

 →すべての人々のウェルビーイングの向上 

〇自分らしさを大切にするこども 

〇他者と協働し、主体的に行動できるこども 

〇自己調整しながら、粘り強く取り組むこども 

 

児童の実態と課題 

〇明るく素直で、こどもらしい   〇人や物に優しく、思いやりがある   〇やるべきことに真摯に取り組める 

△自己表現・考えを伝えることが苦手 

学習指導要領 

◇生きる力の育成 

◇資質・能力の３つの柱 

◇主体的・対話的で深い学び 

令和の日本型学校教育 

◇個別最適な学びと協働的な学び 

学校教育目標 

       目標に向かって 自ら学び続ける子 
 

記念碑の言葉 

向上無限 

【知】 表現する子 

 

◇課題を見通し、自分なりの表現で、

相手に思いや考えを伝える。 

 

評:学習中、自分の意見や考えを積極

的に発言したり話し合ったりして

いる。(80%) 

【徳】 自他を認め、大切にする子 

 

◇互いの個性を認め合い、優しく接 

する。 

◇相手の顔を見て、あいさつや返事

をする。 

 

評:思いやりや優しさをもって、周囲

の人に接することができる。

(90%) 

【体】 心身ともに元気な子 

 

◇日常的に運動し、目標をもって 

健康な体づくりをする。 

 ◇目標に向かって、しなやかに取り 

組む。 

 

評：新しいことに挑戦したり、粘り強

く取り組んだりできる。(80%) 

キャリア教育で育てたい４つの態度・能力 

 ○人 とつながる力          ○自 分を高める力        ○挑 戦する力            ○夢 に向かう力 

他者理解・他者への働きかけ      自己の役割の理解         情報の理解・選択・処理        学ぶこと・働くことの意義や役割・多様性の理解 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

目指す学校像 

○こどもそれぞれのよさが発揮できる学校 

○だれもが心身の安全が保障され、安心して生活できる学校 

○こどもの姿で、保護者や地域に信頼される学校 

目指す教職員像    

○人間味にあふれ、こどものよさや思いを大切にする教職員 

○磨き合い支え合う、同僚性をもった教職員 

【知】○自己表現をテーマとした研修 

○ICT を活用した授業実践 

○基礎基本の徹底と読書の推進 

○表現の場としての学年団集会 

【徳】○心の日の設定 （SGE・SST） 

○縦割り活動・あいさつ運動の推進 

○いじめ防止対策の徹底 

 

【体】○自己目標設定（短期・長期）と振り返

りの時間の設定・充実 

○持久走がんばり週間の充実となわと

びカード（通年）の活用 

○「自分の命を守る」多様な訓練の実施

根幹となる発達支援教育の理念 

一人一人を大切にした指導      誰も取り残さない温かな支援     互いを尊重し合う、様々な価値や多様性の理解 

コミュニティ・スクール ○育てたい力の共有  ○地域ふれあい活動の充実  ○「東っ子のびのび応援隊」の拡充 

PTA 地域の方々・団体 
ボランティア 

（図書・読み聞かせ・登下校旗振り 等） 

各種分野の専門家 

（外部講師） 

【笑楽校】＝「学校が楽しい」と笑顔で登校する学校😊 
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Ⅰ 令和７年度 学校経営構想 

 

＜はじめに＞ 

 令和６年度は、第３次浜松市教育総合計画の総括とともに、児童の課題に応じた研修と

重点取組等を行い、計画した教育課程を滞りなく実施することができた。また、令和４年

度に学校教育目標を新たに設定し、数値目標を掲げて取り組んだ３年目であった。 

社会の変化に柔軟に対応し、自らが考え行動できるこどもの育成をするためには、こど

もや保護者、地域、職員の総意の下で検証し、本校の特色と課題をさらに精査したいと考

える。そして、良さを伸ばし課題を少しずつでも解決しながら、令和７年度の教育課程を

実施したいと考え、学校経営方針を立案した。 

 

１ 教育課程編成の視点 

（１）時代の要請に応じた教育課程編成 

   予測困難な VUCA¹時代の到来により、こどもには、社会の変化に柔軟に対応し、受

け身でなく、自分たちの手でよりよい社会と幸福な自分を創り出していくことが求め

られる。また、持続可能で誰一人取り残さない社会の創り手となるため、こどもには、

豊かな心を持ち、他者を尊重し多様な人々と協働しながら生きていくことも求められ

る。 

  ①学習指導要領を確実に実行する教育課程 

   〇「生きる力」育成のため、資質・能力の３つの柱を押さえた指導 

    ・生きて働く「知識・技能」の習得 

    ・未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成 

    ・学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養 

   〇「主体的・対話的で深い学び」実現のための授業改善 

  ②「令和の日本型学校教育」を踏まえた学校教育 

   〇個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実 

    ・ICT の活用 

    ・多様性や包摂性のある学校風土の醸成 

（２）「はままつの教育」を反映させた教育課程編成 

   第４次浜松市教育総合計画（令和７年度～令和 16 年度の 10 年間、前期計画は令和

７年度～令和 11 年度）の初年度となる。計画の基本理念は「描く夢や未来の実現」で

ある。「こどもやこどもの成長を支えるすべての人たちが、それぞれの『夢や未来』

を描き、その実現に向けて自ら行動していくことで、それぞれのウェルビーイング²を

向上させていきたい」という願いが込められ、３つのコンセプト「主体性」「多様性・

包摂性」「信頼・協働」を設定している。 

¹変動制(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の略称。 

²身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや 

 人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。多様な個人がそれぞれ幸せや生きが 

 いを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態に 

 あることも含む包括的な概念。  
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【計画のコンセプト】 

○主体性 

・物事を自分事としてとらえ、目前の課題の解決や、描く未来の実現に向けて粘り  

強く取り組む 

   ○多様性・包摂性 

    ・一人一人の自分らしさを認め、互いを尊重しあいながら、誰もが活躍できる環

境を実現していく 

   ○信頼・協働 

    ・それぞれの立場の人が、人や組織に信頼を置き、協働したり、相互に作用した 

     りして、よりよい関係性を構築していく 

 

   さらに、３つのコンセプトを踏まえ、「自分らしさ」を重視した「目指すこどもの

姿」、「目指す教職員の姿」を設定している。 

   

【目指すこどもの姿】 

    ・自分らしさを大切にするこども 

    ・他者と協働し、主体的に行動できるこども 

    ・自己調整しながら、粘り強く取り組むこども 

  

【目指す教職員の姿】 

    ・こどもの自分らしさを受け止める教職員 

    ・愛情と情熱、規範意識を持ち続ける教職員 

    ・専門性と指導力を磨き続ける教職員 

 

３つの重点「キャリア教育」「コミュニティ・スクール」「教育の情報化」を継続し、

キャリア教育を核として、目指すこどもの姿を具現化していくため、教育活動全体を通

して計画的に取り組む。 

   一方、施策の一つに「いじめの問題への対応」を掲げ、いじめ防止対策にも強い思

いで取組の方針を打ち出している。「いじめ見逃しゼロ」に向けて、こどもが安心し

て学校に通うことができるよう、各校での対策の徹底が求められている。 

   なお、どの施策も様々なデータやデジタル技術の活用（教育 DX³）を意識して取組

を進め、データ等に基づいて振り返り、見直しを行い、具体的な取組を改善していく

としている。 

³DX はデジタル・トランスフォーメーションを指し、学校がデジタル技術を活用して、今までで  

きなかった学習や業務を実現し、時代に対応した教育を進めていくこと。 
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  【キャリア教育の推進（本校の押さえ）】 

   〇「今と将来をつなぐ」「自分と社会をつなぐ」キャリア教育 

   〇「４つの育てたい態度・能力」を押さえた指導 

    ・キャリアパスポート等でのキャリア発達の意識化 

 

（３）東っ子の実態に応じた教育課程編成 

   令和４年度より、知・徳・体の重点項目に対して数値目標を設定した。これは、カ

リキュラムマネジメントの中で「学校教育の効果を常に検証して改善する」上で、必

要と考えたからである。主に学校評価のアンケート（児童・保護者・地域・職員）よ

り検証を試みている。 

 

＜知＞  

 〇 わたしは、授業中、自分の意見や考えを発言したり話し合ったりしている。 

「そう思う」「大体そう思う」の割合 

   令和６年度の結果では、児童の評価が数値目標を達成し、保護者の評価は数値目標

に届かなかったものの、大きく向上した。全職員が「表現する子」をテーマとした研

修に取り組み、それぞれに工夫して授業改善を進めてきた結果と考えられる。授業の

中でのペア活動や小グループでの話合いに加え、個人差はあるものの、全体の場での

挙手・発表等にも積極性が見られる児童が増えてきている。 

   こどもは学校で授業を通して学び、他者と関わりながら成長を続けている。高い目

標を設定しつつ、一人一人が学び続ける楽しさや必要感を味わうとともに、職員も質

の高い授業を実施していく必要があると考える。「授業が楽しい」「よく分かる」と

いうこどもの言葉が、保護者の学校への関心度を高めることにつながると信じている。

引き続き、こどもの意識を変えるとともに、自己表現することや話し合うことが楽し

育てたい態度・能力 

（基礎的・汎用的能力） 

育てたい力の具体的な要素の例 

（文部科学省 手引きより） 

人とつながる力 

（人間関係形成・社会形成能力） 

他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュニ

ケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップ 

自分を高める力 

（自己理解・自己管理能力） 

自己の役割の理解、前向きに考える力、自己の動機付け、

忍耐力、ストレスマネジメント、主体的行動 

挑戦する力 

（課題対応能力） 

情報の理解・選択・処理等、本質の理解、原因の追究、課

題発見、計画立案、実行力、評価・改善 

夢に向かう力 

（キャリアプランニング能力） 

学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理解、

将来設計、選択、行動と改善 

年度 数値目標 児童 保護者 職員 

R4 80％ 81％ 66％ 100％ 

R5 80％ 76％ 66％ 100％ 

R6 80％ 81％ 78％ 86％ 
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いと感じる授業を展開し、表現に対する自信を持たせていきたい。 

   そのほか、全国学力学習状況調査や、市や県の定着度調査の結果においても、平均

に満たない項目がいくつか見られる。一概に点数だけでは学びの成果を図ることはで

きないが、個人差が大きいことや基礎的基本的な内容が定着していないこと、書き表

し方の工夫ができないこと、問題の読み取りが難しく、応用的な問題に力を発揮でき

ないこと等が挙げられる。 

 

＜徳＞  

〇 わたしは、思いやりや優しさをもって、周囲の人に接している。 

 「そう思う」「大体そう思う」の割合 

   令和６年度の結果では、児童の評価は数値目標に届かなかったものの、向上してお

り、児童を見る大人の評価も高かった。 

実態として、本当に素直で優しい児童が多い。これも、地域や保護者がこどもを温か

く支えているからだと考える。学校でも、学級・学年の横のつながり、他学年との縦の

つながりを大切にした活動により、人や物に優しい子が育っていると考える。こうした

児童のよさは今後も大切にしていきたい。 

さらに、令和７年度はこどもが気付かない優しさや温かさなどを積極的に職員が認

め、自己肯定感を高めていきたい。 

そのほか、やや内気な児童も多く、地域や社会に出た際に自分を出せない傾向もあ

る。登校時のあいさつを含め、学校、家庭、地域、どの場面でも自ら進んで他者を思い

やる言動ができるようにしたい。 

 

＜体＞ 

〇 わたしは、新しいことに挑戦したり、粘り強く取り組んだりしている。 

「そう思う」「大体そう思う」の割合 

令和６年度の結果では、児童の高評価に対して、大人の評価は数値目標に届かなかっ

た。「挑戦」「粘り強さ」の部分では、保護者も職員も同じような感覚を持っていると

考えられる。頑張っているものの、今一歩の努力や継続が足りないことや、得意なこと

ばかりでなく、苦手意識のあることにももっと取り組んでほしいという願いがあるも

のと思われる。 

ここでは、体育科や保健の授業の充実を図り、過程を大事にしながら、自己の目標を

年度 数値目標 児童 保護者 職員 

R4 90％ 84％ 93％ 100％ 

R5 90％ 80％ 93％ 100％ 

R6 90％ 88％ 94％ 100％ 

年度 数値目標 児童 保護者 職員 

R4 80％ 80％ 75％ 79％ 

R5 80％ 81％ 68％ 69％ 

R6 80％ 85％ 72％ 71％ 
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達成できるような授業を行いたい。授業はもちろん、学習や生活、行事等においても、

こどもが自ら目標を立て、自分の行動を振り返り、評価しながら次の行動を決定してい

くような「粘り強さ」や「しなやかさ」を育てたい。また、引き続き基本的な生活習慣

の確立を保護者と共に整えていきたいと考える。 

さらに、健康・安全面では、「自分の命は自分で守る」という意識をしっかりもたせ、

健康の維持増進や交通事故の防止、防災・防犯のために、自分で考えて行動できるこど

もを育てたい。 

 

２ 学校教育目標・重点方針 

（１）学校教育目標  

  「目標に向かって 自ら学び続ける子」（R4 改）  

   令和４年度、学校教育目標を新たに設定した（変更理由は、令和４年度の教育課程

参照）。４年目となる令和７年度においても、引き続き、この教育目標を掲げ、こど

もの成長を支援していきたい。 

   ＜教育目標に込めた思い＞ 

① 学び続けることで自己の目標を探すことができる子 

② 目標に対して達成のために努力し続ける子 

生きる力を育み、絶えず達成できそうな目標をもつことで、課題の解決や達成し

たときの喜びを味わい、その積み重ねは、自分の人生や将来様々な人たちと協力し

ながら豊かな社会を創り出す基盤となると考える。 

 

（２）重点方針 

   学校教育目標を達成するために、学校・家庭・地域が協働してこどもを支えていく

ことが重要である。そこで、「目指すこども像」を明確にし、３者で共有するととも

に、それを支えるための「目指す学校像」と「目指す教職員像」を設定した。 

 

① 目指すこども像（R6 改） 

   ○「表現する子」【知】 

    ◇課題を見通し、自分なりの表現で、相手に思いや考えを伝える。 

○「自他を認め、大切にする子」【徳】 

    ◇互いの個性を認め合い、優しく接する。 

    ◇相手の顔を見て、あいさつや返事をする。 

○「心身ともに元気な子」【体】 

    ◇日常的に運動し、目標をもって健康な体づくりをする。 

    ◇目標に向かって、しなやかに取り組む。 

 

② 目指す学校像（R6 新） 

   ○【笑楽校】＝「学校が楽しい」と笑顔で登校する学校 

    ・様々な教育活動の場で、こどもそれぞれのよさが発揮できる学校 

    ・だれもが心身の安全が保障され、安心して生活できる学校 
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    ・目的を共有し、共に考え、こどもの姿で、保護者や地域から信頼される学校 

 

③ 目指す教職員像（R6 新） 

   ○人間味にあふれ、こどものよさや思いを大切にする教職員 

    ・こどもの心に寄り添い、惜しみない愛情を注ぐ 

・一人一人のよさや可能性を見付け伸ばそうと努める 

・こどもの権利と主体性を尊重する 

   〇磨き合い支え合う、同僚性をもった教職員 

    ・願いや志、誇りとやりがいをもって仕事に励む 

    ・よりよい支援や指導の在り方を模索し、学ぶ姿勢をもって共に高め合う 

    ・規範意識をもち、互いの考えや強み、立場を大切にして、チームで取り組む 

  

３ 具体的な方策 

 

「表現する子」【知】 

◆授業改革と ICT 教育の推進 

・授業研究を中心とした校内研修の推進 

（自己表現をテーマとした研修と ICT を活用した授業実践） 

・キャリア教育の推進～キャリア・パスポートの活用とキャリア教育を踏まえた単元計 

 画と実践 

・教科担任制を踏まえた教科指導の充実 

・交流活動の充実 

・基礎基本の徹底（漢字学習・計算学習）と読書の推進 

・表現の場としての学年団集会の設定 

 

「自他を認め、大切にする子」【徳】 

◆豊かな心をはぐくむ教育の推進 

・思いやりの心をはぐくむ縦割り活動（なかよし活動、縦割り清掃等）、あいさつ運動 

の推進 

・いじめ防止対策基本方針の運用・徹底 

・問題行動の早期発見・早期対応（生活アンケート・はままついじめアンケートの実施、

教育相談日の確保、SC・SSW・社福・児相等との連携） 

・心の日の設定（構成的グループエンカウンター、ソーシャルスキルトレーニングの実

施） 

・道徳授業の充実（参観会での道徳授業の公開） 

・交流活動の推進 

・規範意識の醸成（規則を守る指導の共通理解・共通実践） 

・地域の教育力、教育資源を生かした活動の推進 

 ・情報発信と信頼関係の構築 

 （授業・集会等の公開、学年・学校便りの発行、ブログでの情報発信） 
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○「心身ともに元気な子」【体】 

◆自分を大切にする教育の推進 

・運動・食育・睡眠など健康教育の推進 

・実践的な防犯・防災教育の推進 

 （「自分の命は自分で守る」意識の定着、訓練の実施、実態に応じた学級指導） 

・交通事故防止の徹底（学級指導、交通安全教室の実施、定期的な街頭指導） 

・意図的な自己目標設定（短期・長期）と振り返りの時間の充実 

・持久走がんばり週間の強化・充実と、なわとびカード（通年）の活用 

 

○発達支援教育の充実 

・一人一人を大切に、発達支援コーディネーターを中心に全職員が協力して、支援を必

要とするこどもの指導を計画的、組織的、継続的に行っていく。 

・外部機関と連携して、保護者の立場に立って適切な支援ができるよう研修を深めて  

いく。 

・実態把握を適切に行い、個別の支援計画とその結果について検証していく。 

・校内発達支援教室「すこやか教室」において、支援員を中心に学級担任と連携して、支

援を必要とするこどもに、効果的な個に応じた指導が行えるようにしていく。 

 

〇コミュニティ・スクールの充実（第２期の２年目） 

・児童の実態や付けたい力、目指すこども像の共有 

・地域や家庭の人的・物的教育資源の積極的な活用 

 （地域ふれあい活動の充実、「東っ子のびのび応援隊（学校支援ボランティア）」の活

用等、地域と連携した教育活動の推進） 

（・学校支援コーディネーターとの連携） 
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 学校は、いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第 13 条に基づき、浜松市いじめ

の防止等のための基本的な方針を参酌し、学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの

防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のように定めるものとする。 

 

第 1 いじめの防止等のための基本的な考え方 

こどもは人と人との関わりの中で、自己の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等

を発見します。互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、こどもは温かく

優しい人間関係の中で伸び伸びと生活できます。しかし、ひとたびこどもの生活の場に、

他者を排除するような雰囲気が生まれると、その場は安全な居場所ではなくなり、いじめ

を発生させる要因にもなりかねません。こどもにとって、いじめは健やかな成長を阻むだ

けでなく、将来に向けた希望を失うなど、深刻な影響を与えるものと受け止める必要があ

ります。 

１ いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

いじめの表れとして、以下のようなものが考えられます。 

〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

〇仲間はずれ、集団による無視をされる。 

〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

〇ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

〇金品をたかられる。 

〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

〇インターネット上で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 

 

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、「いじめを受けたこどもの立場」に立つこ

とが必要です。また、いじめに該当するかどうかを判断する際に、「心身の苦痛を感じてい

るもの」だけでなく、本人が気付いていなくても、その子が「いじめられている状況にな

いか」という視点で、トラブルも含めて周辺の状況等を客観的に確認することも必要です。

けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあります。

なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第 22 条

の学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下「校内いじめ対策委員会」とい

う。)を活用して行い、事案について「校内いじめ対策委員会」で情報共有をしていきます。 

また、いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早急に警察に相

談することが必要なものや、こどもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、

直ちに警察に通報することが必要なものが含まれます。これらについては、教育的な配慮

やいじめを受けたこどもの意向に配慮した上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連

携した対応を取ります。 

 

２ いじめの理解 

〇いじめは、どのこどもにも、どこでも起こりうるものです。 

 いじめとは、児童等（学校に在籍する児童又は生徒）に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物

理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該

行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。「参考条文 法第２

条第１項及び第３項」 
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〇嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くのこどもが入れ替わりなが

ら被害も加害も経験します。 

〇「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行

われたりすることで、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。 

〇いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団に秩序が

なかったり、所属集団が閉鎖的だったりする問題があります。 

○「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えてい

る「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許さない雰囲気が生まれるよ

うにすることが必要です。 

 

３ いじめの防止等に関する基本的考え方 

いじめについては、全てのこどもを対象とした対応が求められます。 

いじめが起きているとき、いじめを受けているこどもの心や体が傷ついています。周囲

にいる人々の心が傷つくこともあります。いじめという行為は許されませんが、不安や悩

みからいじめを行ってしまうこどもや、いじめを行ったことで後悔や罪悪感を抱き、傷つ

くこどももいます。また、いじめを行ったこどもといじめを受けたこどもが入れ替わって

しまうこともあります。いじめが深刻になればなるほど、その解消は難しくなります。集

団が荒れている雰囲気をもっているときには、いじめに気付かない場合も生まれます。 

いじめの未然防止には、いじめが起こらない人間関係を構築していくことが求められま

す。こどもを取り巻く大人が一丸となって、心の通い合う温かで優しい人間関係を築き、

いじめをしない、いじめを許さない、いじめに立ち向かうこどもを育てていきます。 

また、いじめはできるだけ早期に発見し、適切に対応することが重要です。学校は地域

や家庭と一体となって、こどもの健やかな成長を見守り、いじめを認知した場合は、協力

して一刻も早い解消に向けて取り組んでいきます。 

 

(1)いじめの未然防止 

全てのこどもを、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性

のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、また、いじめに立ち向かう

勇気をもち、規範意識のある大人へと育むために、学校は教育活動全体を通じ、以下のこ

とに取り組みます。 

○全てのこどもに「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、こどもの豊かな情

操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態

度など、心の通う人間関係の素地を養う。 

○いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に

対処できる力を育む。 

○全てのこどもが安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを行う。 

○いじめの問題への取組の重要性について家庭や地域にも認識を広め、家庭、地域と一

体となって取組を推進するための普及啓発に努める。 

 

(2)いじめの早期発見 

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提です。いじめの早期発見のために、

本人の訴え、教職員の気付き・発見、周囲のこどもたちや家庭、地域からの情報の受け止

めに努めます。 

こどもたちがＳＯＳを発信できるようにすること、いじめのサイン(こどもたちからのＳ

ＯＳ)は、いじめを受けているこどもからも、いじめを行っているこどもからも出ているこ

とを教職員が認識し、サインに気付けるように努めます。いじめはどのこどもにも、どこ



5 
 

でも起こりうるものであるとの観点から、学校、地域、家庭が一体となってこどもを見守

る体制を整え、こどものささいな変化に気付く力を高め、早期発見に努めます。 

○いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候

であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持

ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する。 

○学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、相談窓口の周知等により、こど

もがいじめを訴えやすい体制を整え、訴えは真摯に受け止める。 

○学校は、地域、家庭と連携して、こどもを見守る。 

 

(3)いじめへの対処 

教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深め、具体

的な対応方針やいじめを受けたこどもへの支援・いじめを行ったこどもや周囲のこどもへ

の指導計画を立てたり、体制を整備したりします。そして、いじめを確認した場合、学校

は次のように対応します。 

①直ちにいじめを受けたこどもやいじめを知らせてきたこどもの安全を確保し、詳細を

確認した上で、いじめを行ったとされるこどもから事情を確認し、適切に指導する等

組織的な対応を行う。 

②家庭や教育委員会へ連絡・相談するとともに、事案に応じ関係機関と連携する。 

③こどもの「健やかな成長」を願って支援・指導する。 

④「北浜東小学校いじめ対策委員会」を中心に、事案への対応について未然防止、早期

発見、早期対応の視点から点検し、成果と課題を明らかにする。 

⑤明らかになった課題について、未然防止、早期発見、早期対応の視点から改善策を立

てる。 

 

(4)地域や家庭との連携 

社会総がかりでこどもを見守り、健やかな成長を促すため、例えば、以下のような取組

を通して、学校と地域、家庭が連携した対策を推進します。 

○ＰＴＡや地域の関係団体等と学校がいじめの問題について協議する機会や保護者がい

じめについて学ぶ機会を設ける。 

○学校運営協議会(コミュニティ・スクール)制度を活用する。 

○より多くの大人がこどもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学

校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 

(5)関係機関との連携 

いじめの問題への対応において、学校は、教育委員会やその他の関係機関（警察、児童

相談所、医療機関、法務局等の人権擁護機関など）と平素から情報共有体制を構築し、適

切に連携します。また、学校以外の相談窓口として、教育総合支援センター、少年サポー

トセンターや法務局等について、こどもや保護者に周知します。 
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第２ いじめの防止等のための対策 

いじめの防止等のため、「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」に基づき、「北浜

東小学校いじめ対策委員会」を設置し、これを中核として、「北浜東小学校いじめ対策委

員会」の委員長である校長の強力なリーダーシップの下、一致協力体制を確立し、教育委

員会とも適切に連携の上、対策を推進します。 

 また、全職員が「浜松いじめの防止等のための基本的な方針」及び「生徒指導提要（令

和４年１２月文部科学省。）」を理解し、「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」を

効果的に運用していきます。 

１ いじめの防止等のための組織 

(１)「北浜東小学校いじめ対策委員会」の設置 

   いじめの防止等の対策のため「北浜東小学校いじめ対策委員会」（以下いじめ対策委

員会）を設置します。設置の目的は以下の通りです。 

  ・いじめの疑いに対する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応できる 

ようにするため。 

  ・いじめの些細な兆候や懸念、こどもからの訴えを教員が抱え込まないこと、又は対

応不要であると教員個人で判断することを防ぐため。 

  ・情報をこどもごとに個別に記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共 

有化を図るため。 

  ・いじめ防止基本方針の策定や見直し、自校で定めたいじめ防止等の取組が計画通り

に進んでいるかどうかのチェックやいじめの対処がうまくいかなかったケースの検

証、必要に応じた計画の見直しなど、自校のいじめの防止等の取組について検証を

行うため。 

 

(２)「いじめ対策委員会」の組織と役割 

○委員長は校長とし、校長のリーダーシップの下、協力体制を確立する。 

○参画する教職員等 

・校長、教頭、教務主任、いじめ対策コーディネーター、生徒指導主任、発達支援

コーディネーター、学年主任、養護教諭、学級担任 

・上記を原則とするが、初動時や緊急性の高い事案においては、直ちに参集できる教

職員で迅速に委員会を実施する。 

・必要に応じて、教科担任等を参加させたり、専門的な知識を有するスクールカウン

セラー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）、外部専門家（警察官経験者）

等を参画させる。 

・個々のいじめの防止、早期発見・対処にあたって発達支援コーディネーター、教科 

担任等、関係の深い教職員を追加する。 

○毎月 1回定期的に開催するとともに、いじめと疑われる事案が発生した際には、随時

開催する。毎回会議録を残し、会議録は５年間保存する。 

○学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たり中核となる役割を担う。 

○重大事態（法第 28 条第１項に基づき、教育委員会が認めるもの。以下同じ。）の調査

を学校が行う場合の調査組織の母体とする。 

 

(３)いじめの防止等における教職員の役割 

①いじめ対策コーディネーターの設置と役割 

校長は、学校におけるいじめの防止等の対策を推進するリーダーとして「いじめ対

策コーディネーター」を校務分掌に位置付けます。いじめ対策コーディネーターは、

校長の指導・助言を受け、会議などの企画・運営を行うとともに、以下の役割を果た
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し、対応を行います。 

ア いじめに関する情報収集、学校全体の実態把握の役割 

イ 保護者・地域・関係機関との連携の窓口としての役割 

ウ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに資する指導を推進する役 

  割 

エ 校内研修の企画・運営する役割 

 

②教職員の役割 

ア 校長  ：「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」に沿って、いじめの未

然防止、早期発見・早期対応が組織的かつ実効的に機能するよう措置

を講ずる。 

イ 教頭  ：校長を助け、指示を受けて、いじめ問題への対応をリードしたり、教

職員の相談に乗ったりする。 

ウ 教務主任：いじめの防止等の対策について教育課程に位置付けたり、教職員の相

談に乗ったりする。 

エ 生徒指導担当教員（いじめ対策コーディネーター） 

：いじめ事案の報告の窓口と集約を担ったり、いじめ問題への対応の中

心となったりする。 

  オ 学年主任：学級担任からの情報を収集し、学年全体の実態を把握する。 

カ 養護教諭：児童生徒の心身の健康状態を把握し、気になる表れを報告する。 

キ 学級担任・教科担任・部活動指導に関わる教職員 

：児童生徒の表れを注視し、気になる表れを報告する。 

  ク 発達支援コーディネーター 

        ：発達支援の視点から、児童生徒の気になる表れを報告したり、他の教

職員の相談に乗ったりする。 

  ケ ＳＣ  ：心理に関する教育相談を担う。 

  コ ＳＳＷ ：福祉に関する教育相談を担う。 
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(４)いじめ対応の流れ 

 

事実にもとづく反省、

今後の約束事項、保護

者の理解と協力 

事実の共有・指導 

解消 

経過観察・背景改善 

①いじめを受けた子に対して 

 定期的な声掛け、定期相談を計画、日々の家庭連絡、SC や養護教諭との連結、友人関係の調整、気

になる事柄を訴え出られるように支援する 等 

②いじめた子に対して 

 行動改善の示唆と支援、いじめを行った背景や要因の改善、友人関係の調整、行動変化の観察、定

期面談や行動改善のための特別な活動を計画する 等 

③いじめを見て楽しんでいる子に対して 

 いじめを生んでいる雰囲気そのものであることを指摘、よりよい集団づくりのための役割を分担等 

④いじめを傍観している子に対して 

 いじめられている子の立場に立ち勇気をもって行動するよう示唆、教職員以外のモニターとしての

役割等 

【いじめが解消されている状態】 

① いじめの行為が止んでいること。（３か月を目安とする。） 

② いじめを受けた子が心身の苦痛を感じていないこと。 

事実確認 

発見・発覚・訴え 【組織的な対応】 

 いじめを発見したり、訴えを聞いたりした教職員は、直ちに「いじめ

対策委員会」に報告する。（直ちに参集できる教職員） 

【校内いじめ対策委員会】 

 対応の仕方や関係職員の役割分担等を確認する。 

【立場に応じた事実確認】 

 ①いじめを受けている子 

 ②いじめている子 

 ③いじめを見て楽しんでいる子 

 ④いじめを傍観している子 

  ※ 立場の違う者同士を同席させて事実確認は行わない。 

【事実確認のポイント】 

 ①いじめを受けている子 

  心情を受け止め、励まし勇気付ける、訴え出る勇気が再発を防ぐ。 

 ②いじめている子 

  相手の立場に立った考え方をさせながら事実を確認する。 

 ③いじめを見て楽しんでいる子④いじめを傍観している子 

  当事者意識をもたせる。当事者外からの客観的な事実をつかむ。 

【確認すべき内容】 具体的事実の確認と心情面の理解を 

 いつ、どこで、誰に、どんなことを、どのくらいの頻度で 

 どんなつもりで、どのように受け止めているか、今後どうするか等 

【保護者との協力体制】 

 いじめの事実関係を聴取したら、保護者にも情報提供をする。事実確

認の経過や関係するこどもの心情を伝えるとともに学校しての指導の方

針を伝える。 

【市教委連絡・外部機関連携】 

 いじめ行為に触法性がある場合やいじめの背景に発達要因や福祉要因

が認められる場合は、当初から関係機関との連携を視野に入れた指導の

流れを考える。 

 状況によっては、校長（いじめ対策委員長）がこの時点で市教委に第

一報を入れる。 

校内いじめ対策委員会 

報告 
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 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

学
級
・
学
年 

入学式 

始業式 

学級開き 

（GE・アイ

ス ブ レ イ

ク等） 

授業開き 

学活 

・ﾙｰﾙ確認 

・1 年間の

目 標

（CP） 

心の日 

心の日 

交 通 安 全

教室 

道徳 

命につい 

て考える 

日 

・生命 

尊重 

林間学校 

交 通 安 全

リ ー ダ ー

と語る会 

心の日 

学活 

・1学期 

 振返り 

 （CP） 

道徳 

情 報 モ ラ

ル 

終業式 

・夏季休業 

過ごし方 

 

 

始業式 人 間 関 係

作り 

（GE 等） 

心の日 

修学旅行 

心の日 

情 報 モ ラ

ル講座（４

年） 

遵 法 教 室

（ ５ 、 ６

年） 

運動会 

（CP） 

心の日 

心の日 

終業式 

 

学活 

・2学期 

 振返り 

 （ＣＰ） 

 

始業式 

人 間 関 係

作り 

（GE 等） 

心の日 

心の日 心の日 

道徳 

・感謝 

学活 

・年間 

 振返り 

 （ＣＰ） 

修了式 

卒業式 

児
童
会 

な か よ し

活動① 

１ 年 生 を

迎える会 

なかよし活動② 

読書週間 

な か よ し

活動③ 

企 画 委 員

会集会 

 な か よ し

活動④ 

学校保健週間 

  

 

な か よ し

遊び⑤ 

学 校 保 健

週間 

な か よ し

遊び⑥⑦ 

６年生に感

謝する会 

なかよし遊び⑧ 

教
職
員 

生徒指導 

委員会① 

発達支援 

推進委員 

会① 

 

 

アンケー 

ト実施① 

発達支援 

推進委員

会② 

 

生徒指導委員会② 

いじめ対策委 

員会全体会① 

アンケート実施② 

い じ め 対

策 委 員 会

全体会② 

小 中 合 同

研修 

 

 

 生 徒 指 導

委員会③ 

ア ン ケ ー

ト実施③ 

 

い じ め 対

策 委 員 会

全体会③ 

ア ン ケ ー

ト実施④ 

校内研修 

い じ め 対

策 委 員 会

全体会④ 

教育課程 

方針見直し 

アンケート

実施⑤ 

生徒指導委

員会④ 

教育課程 

発達支援推

進委員会③ 

いじめ対策

委員会全体

会⑤ 

小中連絡 

会 

保幼小連 

絡会 

保
護
者
・
地
域 

入学式 

PTA 総会 

運 営 方 針

説明会 

学 校 運 営

協議会 

学 校 運 営

協議会 

家庭訪問 

 夏 季 教 育

相談 

PTA 挨拶運

動・補導 

   いい声掛けデー 

PTA 挨拶運動 

入学説明会

（中学校） 

学校評価 

冬季教育相

談（希望） 

地域ふれあ

い活動 

学校運営協議会 

学校運営協

議会 

 

入学説明会

（小学校） 

通学班編成 

新 入 生 情

報交換会 

キ ャ リ ア

パ ス ポ ー

ト確認 

※ＧＥ：構成的グループエンカウンター  ＣＰ：キャリア・パスポート

いじめ対策委員会（毎月）、臨時いじめ対策員会（随時）SC教育相談、SSW 教育相談（随時）、授業研究 

学級活動、係活動・学年団集会・心の日・クラブ活動・委員会活動での協働的な取り組み 

委員会イベント（随時） 

２ いじめの防止等に関する取組 

(1)北浜東小年間指導計画 

希望教育相談（随時） 
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(2)いじめの未然防止 

学校教育目標「目標に向かって 自ら学び続ける子」の具現化を目指し、「目標をも

ち、達成に向けて共に頑張り合える子の育成」と「互いのよさを認め合える子の育成」を

教育の基盤として、すべての教育活動を通して、「いじめが起きにくい・いじめを許さな

い学校づくり」に取り組みます。 

○毎年６月を「いじめや命について考える月間」とし、いじめの問題や命の尊さ、人間 

としての尊厳について考える取組を発達段階に応じて実施する。 

具体的な取組 

会礼を行い、校長から「命」に関する話を全校児童に向けて行う。 

全学級で「生命尊重」を題材とした道徳授業を実施する。 

○教職員の言動が、こどもを傷つけたり、他のこどもによるいじめを助長したりするこ

とのないよう、また、いじめを受けたこどもの心に寄り添った言動をとるよう、指導

の在り方に細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」とい

う認識や発言は、いじめを行っているこどもや、周りで見ていたり、はやし立てたり

するこどもを容認するものにほかならず、いじめを受けているこどもを孤立させ、い

じめを深刻化することを十分理解する。 

○教職員の資質向上のために、事例検討等の研修を計画的に行ったり、人間関係づくり

プログラムを取り入れた集団づくりの研修、人権意識を高める研修を進めたりしてい

く。また、情報モラル教育についての理解を深め、実践していく。 

○家庭や地域に対して、こどもの様子に目を配り、いじめに関する情報を得た場合に

は、直ちに学校に相談するように啓発するとともに、家庭や地域等が相談しやすい信

頼関係を構築する。また、浜松市の相談窓口についても、周知徹底する。 

○「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」が実効性のある方針になるように、そ

の策定に当たっては、保護者、地域住民、学校運営協議会（コミュニティ・スクー

ル）等に意見や支援を求める。 

○こどもと保護者が情報の流通性、発信者の匿名性などの特性を踏まえて、インター

ネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるように、情

報モラル講座などの啓発活動を行う。 

○こどもたちと共に、いじめの未然防止のために、以下のことに取り組む。 

ア こどもがいじめの問題について自主的に考え、議論すること等のいじめの防止に

資 

する活動。 

４月 

 ７月 

 

学級活動での学級目標の設定 

SNS ノートを活用した情報モラル授業 

 

イ こどもが、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業

や行事に主体的に参加・活躍できるような授業や集団づくり。 

年間 

年間 

年間 

４月 

 ５月 

 ７月 

１０月 

 

１１月 

学級や学年における授業のルールについての児童の話合い 

学校行事や校外学習を通した集団作りとルールの涵養 

学年団集会や「心の日」の実施 

学級活動において 1年間のめあてを設定（キャリア・パスポート） 

提案授業と事後研修 

林間学校の実施（５年生） 

授業研究と事後研修（主体的・対話的で深い学びと自己指導能力） 

修学旅行の実施（６年生） 

運動会の実施 
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学期末 キャリア・パスポートによる振り返りと意思決定 

ウ こどもの豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する素地を養うた 

めの道徳教育の充実 

４月 

6 月 

 ３月 

年１回 

道徳授業開き 

「生命尊重」をテーマにした道徳の授業の実施 

「感謝」をテーマにした道徳の授業と児童集会、学校行事等の実施 

参観会での道徳の授業公開 

エ 発達障害を含む、障害のあるこども、海外から帰国したこどもや外国籍のこど

も、国際結婚の保護者を持つ外国につながるこども、性同一性障害や性的指向・性

自認・性表現に係るこどもなど、こども一人一人の特性や多様性に配慮した適切な

指導や支援 

毎月 

７月 
５月・

11 月・

1 月 

多様性の理解に向けた縦割り活動による清掃活動や学校行事の実施 

企画委員会主催のイベントの実施 

発達支援推進委員会の実施 

 

オ 集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわ

れることなく、互いを認め合える人間関係、学校・学級風土をつくるとともに、こ

どもの社会性を育て、自己有用感を育み、自己肯定感を高める活動 

年間 

毎月 

４月 

 

学期初 

特別活動での共同的な取り組み 

構成的グループエンカウンターを用いた「心の日」の活動 

構成的グループエンカウンターやアイスブレイク等を用いた仲間づくりの

活動 

人間関係づくりのための活動 

(3)いじめの早期発見 

いじめはどのこどもにも、どこでも起こりうるものであるとの観点から、学校、地域、

家庭が一体となってこどもを見守る体制を整え、こどものささいな変化に気付く力を高

め、早期発見に努めます。 

○いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は

認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階か

ら的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的

に認知する。 

○教職員は、何よりも「こどものちょっとした変化」に気付き、こどもが何でも相談

したくなるような関係づくりに取り組む。日頃からこどもの見守りや信頼関係の構

築等に努め、こどもが示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。

日記やノートの記述等を通して、日頃からこどもとのコミュニケーションを図ると

ともに、定期的なアンケート調査等を行うことで、こどもがいじめを訴えやすい環

境を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

○アンケート調査は次のように実施する。 

  ア 実施時期・実施回数 

     ・定期アンケート調査：年３回、はままついじめアンケート：年２回  計５回 

     ※臨時アンケート調査は、必要に応じて随時行う。 

  イ 実施方法・検証 

     ・進め方について「いじめ対策コーディネーター」から説明する。 

    ・定期アンケート調査は、家庭で実施する。 

    ・はままついじめアンケートは、校内で実施する。 
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    ・回収後速やかに、教職員が記載内容を確認する。その後、速やかに「いじめ対

策委員会」に報告する。 

    ・必要に応じて、速やかに教育相談を実施する。 

※アンケートの記載内容や対応について校長が確認する。 

  ウ 保存 

    ・記入の有無に関わらず、５年間保存する。 

 ○教育相談は次のように実施する。 

  ア 実施時期・実施回数 

     ・定期教育相談：１学期末は全員実施する。 

            ２学期末は必要に応じて実施する。 

     ※臨時の教育相談は、必要に応じて随時行う。 

  イ 実施方法・検証 

     ・教職員が得たいじめに関する情報は、速やかに「いじめ対策委員会」に報告す

る。 

  ウ 記録の保存 

    ・教職員が得た情報を５年間保存する。 

 ○アンケート調査や個人面談において、こどもが自らＳＯＳを発信すること及びいじめ

の情報を教職員に報告することは、こどもにとっては多大な勇気を要するものである

ことを教職員は理解し、こどもからの相談に対しては、丁寧かつ迅速に対応する。 

○「いじめ対策委員会」を定期的に開催し、いじめに係る情報共有を適切に行う。 

○教育委員会と連携して、こどもがインターネット上のいじめに巻き込まれていないか

どうかを監視するネットパトロールの活用を図る。 

〇法的観点から正しい認識と理解を深めるために、スクールロイヤー制度を活用する。 

 

(4)いじめに対する措置 

教職員は、いじめ、又はいじめの疑いがある行為を確認した場合には、直ちにいじめを

受けたこどもやいじめを知らせてきたこどもの安全を確保した上で、次のように対応しま

す。 

○教職員がいじめを発見し、又はこどもや保護者等からいじめの相談を受けた場合には、

速やかに、「いじめ対策委員会」に対しいじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対

応につなげる。 

○教職員がいじめの相談を受けたり、こどもがいじめを受けていると思われたりすると

きは、直ちに教育相談や事実確認を行う。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為

を発見した場合、その場でその行為を止める。こどもや保護者から「いじめではない

か」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても、い

じめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりをもつ。 

○教職員は、いじめに係る情報について、５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、誰に、何

を、どのように）を適切に記録する。 

○「いじめ対策委員会」において情報共有を行った後は、事実関係を確認の上、組織的

に対応方針を決定し、いじめを受けたこども、いじめを知らせてきたこどもを徹底し

て守り通す。 

○いじめが確認された場合は、いじめを受けたこどもには、安心できる場を確保し、い

じめを行ったこどもには、いじめをやめさせ、再発防止に努める。「いじめ対策委員

会」が中心となって、いじめを受けたこどもとその保護者に対する支援、いじめを

行ったこどもとその保護者に対して指導や助言を行い、継続的に話し合って見届け

る。いじめを行ったこどもに対しては、本人の人格の成長を旨として、教育的配慮の
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下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保

護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。 

○犯罪行為と認められるいじめがあったときは、警察と連携して対処していく。こども

の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察に通報

し、適切な援助を求める。 

○校長及び教職員は、こどもがいじめを行った場合であって教育上必要があると認める

ときは、こどもに対して訓告や叱責等を加えることができる。 

○インターネット上のいじめが発見された場合は、書き込みや誹謗中傷等の削除や不適

切な使用に対する指導を行う。必要に応じて教育委員会や関係機関（警察署、法務局

等）の協力を求める。 

○いじめ行為として認知した事案等について、「いじめ認知報告書」で教育委員会に報

告する。 

 

(5)関係機関との連携  

いじめの未然防止、早期発見、早期対応のために、関係機関と適切に連携を図り、対応

します。 

○「いじめ対策委員会」は、必要に応じて心理や福祉の専門家（スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー）等の参加について協力を求める。 

○「いじめ対策委員会」が得たいじめに関する情報をいじめ認知報告書に記載し、事案

の認知毎及び月に１回教育委員会に送付する。 

○日頃から所管警察署や相談機関等と情報収集や協力体制を確立し、いじめが起きたと

きには、状況に応じて連携し、早期対応に努める。 

○いじめに関する相談を受け付ける機関として、教育総合支援センターや家庭児童相談

室（教育相談員）、いじめ相談専用ダイヤル等をこどもや保護者に紹介する。 

(6)学校における教育相談体制の整備 

心理、福祉に関する専門家(スクールカウンセラー等)の活用等、こども、保護者、教職

員に対する相談体制を整備します。家庭や地域等とも連携しながら、いじめを受けたこど

もやいじめについて報告したこどもの気持ちを最優先に受け止め、こどもの気持ちに寄り

添って、いじめの相談を行います。 

〇こどもが安心してＳＯＳを発信できるように、こどもを取り巻く大人たちは、いつで

もどこでもＳＯＳを受け止めるようにする。 

〇いじめを受けたこどもとその保護者に対しては、いじめによって傷ついた心や体の回

復と安心な学校生活を送ることを支援し、継続的に見届ける。 

〇いじめを行ったこどもとその保護者に対しては、本人の人格の成長を旨として、指導

や助言を行い、継続的に見届ける。 

 

(7)教職員の資質向上のための研修会や校内ＯＪＴの取組 

教職員のいじめへの感度を高め、組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むために、

校内研修を進めます。 

○「浜松市いじめの防止等のための基本的な方針」「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基

本方針」「いじめ対応の手引き」に示されたいじめの未然防止、早期発見、措置につい

て理解を深める。 

〇教育委員会主催の生徒指導研修等の内容について、校内でも周知を図る。 

〇定期的なアンケート等に記載された内容やこどもや保護者からの相談について、複数

で確認し、対応を協議したり進捗状況を共有したりする。 

〇事例研究等いじめに関する研修を行い、未然防止、早期発見・早期対応の視点から成果
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と課題を明らかにし、取組の改善点について話し合う。 

〇いじめを行ったこどもが抱える問題を解決するための具体的な対応方針について学ぶ。 

 

 

(8)いじめが「解消している」状態 

 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。いじめが「解消して

いる」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要があります。ただし、

これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断す

るものとします。 

①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも３か月を目安とする） 

 ②いじめを受けたこどもが心身の苦痛を感じていないこと 

 

(9)「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」の公表と説明、評価・見直し 

○「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」を、ホームページ等で公表する。 

○入学時や各年度の開始時に、「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」につい

て、こども、保護者、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)等に説明する。  

○より実効性の高い取組を実施するために、「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方

針」が、学校の実情に即して適切に機能しているかを「いじめ対策委員会」を中心に

点検し、必要事項を見直す。 

○「浜松市立北浜東小学校いじめ防止基本方針」に基づく取組状況を評価し、評価結果

を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る。 

 

３ 地域や家庭の役割 

(1)地域の役割 

いじめの未然防止の対応や早期発見のために、地域と適切に連携しながら、対策を推進

します。 

○地域の人たちが、地域で育つこどもに積極的に関わりを持ち、温かい気持ちで接する

ことができるようにする。学校の情報を適切に発信する。 

○家庭、学校、地域が連携し、より多くの大人がこどもの悩みや相談を受け止めること

ができるようにする。ＰＴＡや学校運営協議会（コミュニティ・スクール）、地域の

関係団体との連携の促進や、地域に存在する青少年健全育成会や地域パトロール等

が、家庭・学校と組織的に連携・協働できるような体制を構築する。 

 

(2)家庭の役割 

こどもが社会の一員として自立してくためには、家庭での教育が重要な意味を持ちま

す。いじめ防止対策推進法には、保護者の責務が示されています。 

「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等

がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の

必要な指導を行うよう努めるものとする。」（いじめ防止対策推進法第９条第１項） 

また、こどもにとって家庭は、ありのままの自分を出すことができる安心できる場で

す。従って、家庭の役割としては、以下のようなことがあります。 

○「ルールやマナーを守ること」をこどもに教える。 

○こどもからいじめの相談を受けたら、学校へ申し出るなど適切な措置をとる。 

○こどもとの触れ合いや対話を大切にする。こどものありのままを受け止め、「あなた

の味方だよ。」とこどもが安心感や信頼感で満たされるように努める。  

○日頃の対話や言動等から、いじめ等を背景としたこどものちょっとした様子の変化を
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見逃さず、学校や地域と連携して、いじめの早期発見に努める。 

○インターネット上のトラブルについては、学校以外の場で起き、学校では把握できな

い場合が多い。こどもに携帯電話等を使用させる場合には、保護者として責任を持っ

てこどもの使い方や様子に注意を払う。 

○こどもがいじめを行ったことが分かった場合には、事実を理解した上で、以下のよう

な視点を持ち、学校と協力して指導する。 

   ア こどもに、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であるこ

とを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。 

   イ こどものいじめの背景にも目を向け、いじめの背景にあるストレス等の要因の

改善を図るとともに、ストレスに適切に対処できる力を育むなど、いじめを

行ったこどもの健全な人格の発達を考える。 

   ウ いじめの状況に応じて、いじめを行ったこどもが、学校等で心理的な孤立感・

疎外感を受けていないか配慮する。 

 

第３ 重大事態への対処 

いじめの重大事態が発生した場合(いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認め

るとき。以下同じ。)、学校は、事案について直ちに教育委員会に報告します。 

教育委員会又は学校は、速やかに事案の事実確認を行い、「浜松市いじめの防止等のた

めの基本的な方針」(令和７年４月改定)及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン(文部科学省令和６年８月改訂版)」により適切に対応します。 

１ 重大事態の意味 

  重大事態とは、次のような場合をいいます。 

(1)生命心身財産重大事態 

   いじめにより、こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め

るとき 

ア こどもが自殺を企図した場合 

イ 身体に重大な障害を負った場合 

ウ 金品等に重大な被害を被った場合 

エ 精神性の疾患を発症した場合 

(2)不登校重大事態 

いじめにより、こどもが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あると認めるとき 

※「相当の期間」とは、年間 30 日を目安とする。ただし、こどもが一定期間連続し 

て欠席しているような場合には、教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に 

着手する。 

   ※欠席が続き、当該校へは復帰ができないと判断し、転学した場合、重大事態の目安 

である 30 日には達していなくても、不登校重大事態としての対応を視野に入れる。 

(3)こどもや保護者からの申立て 

こどもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった場合、

教育委員会に報告し、法第 23 条第２項の規定に基づき、校内いじめ対策委員会にて必

要な調査を行い、いじめの有無を確認したうえで、教育委員会と対応について協議す

る。 

 

２ 重大事態の調査組織 

教育委員会が、事案の調査を行う主体を学校と判断し、学校が主体となって調査を行う

場合の組織は、次のとおりとします。 
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○学校に設置されている「校内いじめ対策委員会」に第三者性が確保された専門家を加 

える。 

○教育委員会が必要な指導や適切な支援を行う。その際、必要に応じて、専門家チーム

の助言や支援を求める。 

なお、こどもの命にかかわる重大事態が発生した場合には、精神保健福祉センターと連

携し、心の緊急支援を同時に行っていきます。 

 

３ 事実関係を明確にするための調査の実施 

重大事態に至る原因となったいじめ行為が、いつ頃から、誰から行われ、どのような態

様であったか、いじめを生んだ背景事情やこどもの人間関係にどのような問題があった

か、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確に

します。 

 

４ 調査結果の提供及び報告 

 調査により明らかになった事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態

様であったか、学校がどのように対応したか）について、いじめを受けたこどもやその保

護者に対して説明します。情報の提供に当たっては、他のこどものプライバシー保護に配

慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供します。調査結果について、学

校は教育委員会に報告します。 

 

５ その他の留意事項 

重大事態が発生した場合には、関係のあったこどもが深く傷つき、学校全体のこどもや

保護者や地域にも不安や動揺が広がることがあります。時には事実に基づかない風評が流

れたりする場合もあるため、こどもや保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻

すための支援として、いじめに直接かかわったこどもだけでなく、身近にいじめがあり、

またいじめを止めることができなかったために心身の苦痛を感じてしまうこどもや保護者

並びに教職員に、カウンセリング等を行うことができる体制を整備します。予断のない一

貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮にも留意します。 

 



（様式１） 

令和６年５月７日  

 

浜松市立北浜東小学校 

夢をはぐくむ学校づくり推進協議会 

代表 市川 雄三 様 

 

浜松市立北浜東小学校運営協議会 

会長 鈴木 博 

 

夢育やらまいか事業に対する意見書 

 

 令和６年４月２５日に開催した学校運営協議会において、下記の意見を議決

しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 学校運営の基本方針を具現化するための意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  地域に愛着と誇りを持ち、子供たちの社会性を高めるとともに興味や関

心が深まるよう、地域の人材を活用して交流の場を設けるべきである。 

   ⇒ 低学年向けに「昔遊び」、高学年向けに「しめ縄づくり」を「地域ふ

れあい活動」として学校を会場に開催する。 

 

 ② 自分の思いや考えを表現できる子を育てるために、豊かな体験活動や多

くの人とのかかわりを持つ機会を増やし、自己肯定感を高めるべきであ

る。 

   ⇒ 校外学習等を通して体験的に学ぶ機会を増やしたり、様々な場面で

学校支援ボランティアに入っていただいたりする場面を設定する。 

 

 

  



（様式１） 

令和 ７年 ４月  日  

 

浜松市立北浜東小学校 

夢をはぐくむ学校づくり推進協議会 

代表 久保田静香 様 

 

浜松市立北浜東小学校運営協議会 

会長 倉橋 芳久 

 

夢育やらまいか事業に対する意見書 

 

 令和７年４月２４日に開催した学校運営協議会において、下記の意見を議決

しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 学校運営の基本方針を具現化するための意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①  

 

 

 

 

 ②  

 

 

 

 

 

（ア）「何のために」話し合うのか 

   学校運営協議会の意見に基づき、学校運営の基本方針を具現化するた

めの活動や、学校運営に資する活動を行うため 

（イ）「どこまで」話し合うのか 

   意見書について協議・議決する 

 

 

 

＜視点＞  
・地域ふれあい活動の目的

や方法  
・自己表現力を高めるため

には  
・チャレンジ精神を育むに

は 
・夢を持てるようにするに

は 



学校運営協議会自己評価実施要項  

                              浜松市教育委員会 

１ 趣旨 

  この要項は、浜松市学校運営協議会規則（令和元年 浜松市教育委員会規則第２号） 

第８条に規定する学校運営協議会（以下「協議会」という。）の自己評価の実施につ 

いて必要な事項を定める。 

 

２ 評価の目的 

  各協議会が、自らの取組について、その取組内容や達成状況等について自己評価し、

改善につなげることにより、保護者、地域住民等の対象学校の運営への参加を促進し、

当該運営の改善及び児童生徒の教育活動の充実を図る。 

    

３ 評価の実施 

  協議会は、以下の評価項目について自ら評価を行う。 

 ＜評価項目＞  

  （必須） ※全ての協議会で行う。 

１ 学校運営の基本方針について熟議することができたか。 

   ２ 承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校支

援活動などについて熟議を進めることができたか。 

   ３ 協議会の結果について、十分な情報発信を行ったか。 

   ４ 今年度の評価を踏まえた来年度の目標 

     

 (参考) ※各協議会で追加する項目があれば設定する。 

    

４ 自己評価の結果の報告書の作成 

協議会は、自己評価結果を様式１により、簡潔にとりまとめる。 

 

５ 評価結果の公表 

    協議会は、自己評価の結果について、ＣＳ便りや学校のホームページ等を活用し 

広く保護者や地域住民等に公表するよう努める。 

 

６ 評価結果の報告と改善支援 

(1) 教育委員会への報告 

協議会は、様式１を当該年度末の指定する日までに教育委員会へ提出する。 

(2) 教育委員会による改善支援 

ア 様式１の活用 

様式１は教育委員会教育総務課が集約し、各協議会の運営状況について把握

するための資料とする。 

イ 評価結果等に基づく改善支援 

教育委員会は、評価結果等に基づき、各協議会の取組の改善が図られるよ

う、必要な助言又は指導を行う。 

附 則  

この実施要項は、令和２年９月１日から施行する。 

この実施要項は、令和５年４月１日から施行する。 



（様式２）

令和７年度 学校運営協議会自己評価表
委員名（              ）

＜本年度の目標＞

＜評価項目１＞　学校運営の基本方針について熟議することができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

＜評価項目２＞　承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校
支援活動などについて熟議を進めることができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

＜評価項目３＞　協議会での協議結果について、十分な情報発信を行ったか。

⇒　ア　充分に行った　　イ　行った　　ウ　あまり行わなかった　　エ　行わなかった
（理由）

＜評価項目４＞　今年度の評価を踏まえた来年度の目標



＜記入上の留意点＞
（様式１）

学校番号 （ 小 ・ 中    ）
令和７年度 学校運営協議会自己評価表

浜松市⽴（      ）学校運営協議会⻑
＜本年度の目標＞

※ 前年度に協議会で協議した目標を再確認し、委員間で共有する。
※ 目標が、会議体として相応しい目標か、学校運営の基本方針に関わることを中心に据
 えられているか等を確認する。
※１〜２点に絞るとよい。
※【重要】＜評価項⽬１〜３＞と＜来年度の⽬標＞は、委員個⼈の評価ではなく、協議会
 としてまとめた評価を記載する。
＜評価項目１＞　学校運営の基本方針について熟議することができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

※ 参考資料【熟議チェックシート】の評価項目１をもとに、振り返る。
※ 委員個人の評価ではなく、協議会としての評価を記載する。
※ 学校運営の基本方針（自校の学校教育目標や「育てたい力」等）について、協議した
 内容を簡潔に評価する。（１〜２点でよい。）

＜評価項目２＞　承認した学校運営の基本方針に沿った、教育活動の充実につながる学校
支援活動などについて熟議を進めることができたか。

⇒　ア　よくできた　　イ　できた　　ウ　あまりできなかった　　エ　できなかった
（理由）

※ 参考資料【熟議チェックシート】の評価項目２をもと、振り返る。
※ 成果・課題等を簡潔に記載する。方法論だけではなく、「育てたい力」や「目指す子
 供の姿」とのつながりをポイントにする。（１〜２点でよい。）

＜評価項目３＞　協議会での協議結果について、十分な情報発信を行ったか。

⇒　ア　充分に行った　　イ　行った　　ウ　あまり行わなかった　　エ　行わなかった
（理由）

※ 協議会での協議結果（会議録への記載内容等）について、どんな方法による情報発信
 を行ったか、それによってどのような効果があったのか等を振り返って記載する。

＜評価項目４＞　今年度の評価を踏まえた来年度の目標

※ １〜２点に絞り、記載する。
※ 学校運営協議会は、会議体であるため、会議体として相応しい目標を設定する。委員
 が、個人としてボランティア活動に参加することは想定されるが、学校運営協議会がボ
 ランティア活動の主体となることは想定していない。
★ 自己評価の結果については、学校ホームページで公表する。



令和７年度学校運営協議会 年間計画 

 日  時 主な熟議 

第１回 4 月 24 日（木）14:00～ ・学校運営に関する基本的な方針 

・いじめ防止等のための基本方針について 

・夢育やらまいか事業に対する意見 

第２回 5 月 26 日（月）13:30～ ・授業参観から見える子供の実態について 

・支援策について（東っ子のびのび応援隊、地域

ふれあい活動等） 

第３回 12 月 15 日（月）14:00～ ・支援策の振り返り 

（地域ふれあい活動の振り返りを含む） 

・いじめの実態と防止対策について 

第４回 1 月 29 日（木）14:00～ ・学校関係者評価 

・学校運営協議会の自己評価 

・来年度の学校運営基本方針について 

・夢育やらまいか事業の報告 

※会場は北校舎 2 階特別室 

※過半数の出席がないと会が成立しません。お手数ですが、欠席される場合は事前に学校ま

で御連絡ください。            ０５３（５８６）３３１９ 担当：佐野 

子供たちの姿を御覧いただく機会 

日  時 行 事 内   容 

５月 26 日（月） 

５校時 13:30～ 

授業公開 第２回学校運営協議会時、５校時の授業を公開します。 

９月 19 日（金） 

２月 13 日（金） 

５校時 13：50～ 

参観会 保護者を招いての参観会です。よろしければ御来校くだ

さい。 

11 月８日（土） 

午前中 

運動会 保護者を招いての 150 周年記念の運動会です。よろしけ

れば子供たちが元気よく運動する姿を御覧ください。 

12 月５日（金） 

１～３年 

10：35～ 

４～６年 

13：50～ 

地域ふれ

あい活動 

１～３年：昔の遊び 

４～６年：しめ縄づくり 

よろしければ一緒に御参加ください。 

※変更がある場合は、御連絡します。 



2025

1 1  1  1 ５年林間学校 1  1 給食開始
火 木  日  火  金  月 教育相談日
- ○ ○ - ○
2 2  2 保幼小連絡会 2 ５年林間学校 2 2 避難訓練④２校時
水 金  月 教育相談日　読書週間 水  土  火
- ○ ○ ○ ○
3 3 憲法記念日 3 ５年体力テスト２・３校時 3 ５年給食終了後下校 3  3 特５
木 土  火  木  日  水  
- ○ ○ ○
4 4 みどりの日 4 特５ 4 委員会③　４年６校時カット 4  4  
金 日  水  金 回泳練習 月  木  
- ○ ○ － ○
5 5 こどもの日 5  5  5  5 委員会④４年６校時カット

土 月  木  土  火  金  
○ - ○

6  6 みどりの日 振替休日 6 ４年天竜厚生会出前授業 6  6  6  
日  火  金  日  水  土  

○ -
7 特日課　２～６年新任式・始業式 7 前期清掃リーダー会 7  7 特５　夏季面談①　14:00下校 7  7  
月 ２～５年３時間、６年弁当持ち５時間入学式準備PM 水  土  月  木  日  
× ○ ○ －
8 特３日課　１，６年入学式（AM) 8  8  8 特５　夏季面談②　14:00下校 8  8 心の日　
火  木  日  火  金  月  
× ○ ○ - ○
9 １年集団下校① 9 １年生を迎える会３校時　なかよし活動② 9 （低学年団集会①） 9 特５　夏季面談③　14:00下校 9  9 防犯訓練
水  金 尿検査２次 月  水  土  火  
× ○ ○ ○ ○
10 １年集団下校②　出入り授業開始基準日 10  10 ５年林間学校説明会　回泳練習 10 特５　夏季面談④　14:00下校 10  10  
木 ２～６年給食開始　避難訓練① 土  火  木 お話きらきら 日 水  
○ ○ ○ ○
11 １年集団下校③　通学班会２校時 11 第１回資源物回収 11 水害訓練３校時 11 特５　夏季面談⑤　14:00下校 11 山の日 11 特日課　お話きらきら
金 委員会①４年６校時カット　なかよしリーダー会 日  水  金  月  木  
○ ○ ○ ○
12  12 心の日　　集団下校 12 命について考える日　朝会　　道徳授業 12  12 閉庁日 12 ６年修学旅行説明会
土  月  木 はままついじめアンケート① 土  火  金 ４年校外学習

○ ○ - ○
13  13 １５０周年航空写真撮影２、３校時 13 特５ 13  13 閉庁日 13  
日  火 前期たてわり清掃スタート 金  日  水  土  

○ ○ -
14 心の日 14 たのしい学校アンケート① 14  14 特５　夏季面談⑥予備日　14:00下校 14 閉庁日 14  
月 給食終了後下校13:05 水 代表委員会① 土  月 心の日 木  日  
○ ○ ○ －
15 給食終了後下校13:05 15 お話きらきらスタート 15  15 臨時日課５時間　回泳練習 15 閉庁日 15 敬老の日
火  木 １～３年歯科希望（Dr.小澤）13:05～ 日  火 ワックス塗り 金  月
○ ○ ○ －
16 １年給食開始   16 １５０周年航空写真撮影２、３校時予備日 16 中学年団集会① 16 特４　給食終了　３０分間回泳 16  16 後期清掃リーダー会
水  金 眼科健診13:05～ 月  水  土  火  
○ ○ ○ ○ ○
17 ６年全国学調 17  17 クラブ①　３年６校時カット 17 特３　　３０分間回泳予備日 17  17 特５
木 なかよし活動① 土  火 回泳練習 木  日  水  
○ ○ × ○
18 特４　参観会　 18  18 なかよし活動③ 18 特３　終業式 18  18  
金 学校説明会・PTA総会　引渡し訓練 日  水  金  月  木  
× ○ × - ○
19  19 19 男子内科健診 19  19  19 普５　参観会・懇談会
土  月 教育相談日 木  土  火  金  

○ ○ - ○
20  20 鑑賞教室３、４校時 20 クラブ②　回泳練習 20  20  20  
日  火  金 学校評価開始基準日 日  水  土  

○ ○ -
21 ２～６年計算力実態調査 21 特４ 21  21 海の日 21  21  
月  水  土  月  木  日  
○ ○ －
22 普４　給食後下校13:15　家庭訪問①（永島・八幡・団地・上善地） 22 １、４年耳鼻科健診 22  22  22  22 高学年団会②
火 ２、５年学習サポートシート 木 クラブ希望調査 日  火  金  月  
○ ○ - - ○
23 普４　給食後下校13:15　家庭訪問②（永島・八幡・団地・上善地） 23 委員会②４年６校時カット 23 23  23  23 秋分の日
水 身体測定１、２年　尿検査１次 金 女子内科健診 月  水  土  火  
○ ○ ○ -
24 普４　給食後下校13:15　家庭訪問③（善地・新堀・高薗・竜南） 24  24 回泳練習 24  24  24 特５
木 身体測定３、４年　　６年全国学調質問紙　学校運営協議会① 土  火  木  日  水  
○ ○ - ○
25 普４　給食後下校13:15　家庭訪問④（善地・新堀・高薗・竜南） 25  25 代表委員会② 25  25  25 お話きらきら
金 身体測定５、６年 日  水  金  月  木  
○ ○ － - ○
26  26 学校運営協議会② 26 お話きらきら　 26  26  26 ６年校外学習
土  月 木 交通安全Rと語る会 土  火  金  

○ ○ - ○
27  27 ４～６年歯科健診 27 クラブ③　回泳練習 27  27  27  
日  火  金  日  水  土  

○ ○ -
28 普４　給食後下校13:15　家庭訪問⑤（善地・新堀・高薗・竜南） 28 特４ 28  28  28 特３　始業式 28  
月  水  土  月  木  日  
○ ○ － ×
29 昭和の日 29 ６年こころの劇場AM　　お話きらきら 29  29  29 特３ 29 低学年団会②
火  木  日  火  金  月

○ - × ○
30 普４　給食後下校13:15　家庭訪問予備日 30  30 30 職員作業 30  30 体力テスト①
水 心電図検査 金  月  水  土  火  
○ ○ ○ - ○

31  31  31  
土  木  日  

－
日 17日 日 20日 日 21日 日 14日 日 2日 日 20日
給 13回 給 20回 給 21回 給 12回 給 0回 給 20回

9月

令和７年度　北浜東小学校教育活動計画 年度（令和7年度）

4月 5月 6月 7月 8月

曜日の下の○がついている日は基本的に給食がある日です。校外学習、第２回資源物回収などの日は（案）からの変更があります。

なお、今後追加の変更の可能性があります。月予定や学年だよりでお知らせします。御了承ください。



授業日数 197日 給食日数 181日 2025年度 【北浜東小学校】

1 体力テスト② 1  1 中学年団会② 1 元日 1  1
水  土  月 教育相談日 木  日  日
○ ○
2 ３年校外学習 2  2  2  2 特５　高学年団会③ 2 特５
木  日  火  金  月 教育相談日 月
○ ○ ○ ○
3 委員会⑤４年６校時カット 3 文化の日 3 代表委員会③ 3  3  3 特日課　新１年生登校練習①

金  月  水 ５年Pプラス 土  火  火
○ ○ ○ ○
4  4 教育相談日 4 持久走がんばり週間最終日 4  4 代表委員会④（６謝会） 4 特５　新１年生登校練習②

土  火 北浜東部中入学説明会 木  日  水  水
○ ○ ○ ○

5  5 特４ 5 地域ふれあい活動 5  5 ５年音楽鑑賞教室AM弁当 5 新１年生登校練習③
日  水 転出調べ基準日 金 １～３年　３，４校時　４～６年　５，６校時 月  木 特日課　入学説明会（１４：３０終了）１年給食終了後下校 木 代表委員会⑤

○ ○ ○ ○
6 ２年校外学習 6 お話きらきら 6  6 特３　始業式 6 ４～６年委員会⑨（引き継ぎ） 6
月 木  土  火  金  金
○ ○ × ○ ○
7  7 ５，６年運動会前日準備 7  7 特３ 7  7
火  金 １～４年給食後下校 日  水  土  土
○ ○ ×
8 ６年修学旅行 8 150周年記念校内運動会（午前中開催） 8 特５冬季教育相談（希望制）① 8 給食開始 8  8
水  土  月 心の日 木  日  日
○ × ○ ○
9 ６年修学旅行 9 運動会予備日Ⅰ 9 特５冬季教育相談（希望制）② 9 委員会⑧４年６校時カット 9 心の日ラスト 9 特５
木  日  火  金  月 なかよし活動⑥（６謝会） 月
○ ○ ○ ○ ○
10 ６年給食終了後下校 10 振替休業日 10 特５冬季教育相談（希望制）③ 10  10  10
金 前期終業会礼 月 運動会予備日Ⅱ 水  土  火  火
○ ○ ○ ○
11  11 いい声掛けデー 11 特５冬季教育相談（希望制）④ 11  11 建国記念の日 11 特５
土  火 持久走がんばり週間 木  日  水  水

○ ○ ○
12 12  12 委員会⑦４年６校時カット 12 成人の日 12 お話きらきら 12 臨時日課　５、６年卒業式総練習５，６校時

日  水  金  月  木  木 １～４年給食終了後下校　

○ ○ ○ ○
13 スポーツの日 13 特３　就学時健診 13  13 心の日 13 普５　参観会 13 給食最終日　給食終了後下校　13:10

月  木  土  火 教育相談日 金  金
× ○ ○ ○

14 後期始業 14 １５０周年記念コンサート 14 第２回資源物回収 14 特５ 14  14
火 心の日　後期たてわり清掃スタート 金  日  水  土  土
○ ○ ○
15  15  15 特５冬季教育相談（希望制）⑤予備日 15 お話きらきら 15  15
水  土  月 中学年団会③　　　学校運営協議会③ 木  日  日
○ ○ ○
16 たのしい学校アンケート② 16  16  16  16 特日課 16 特３　修了式　  机椅子移動

木  日  火  金  月  月 ５年卒業式前日準備（弁当持ち）

○ ○ ○ ○ ×
17  17 17 給食終了　大掃除５校時 17  17 特日課 17 卒業式
金  月 水  土  火 通学班会 火
○ ○ ○ ○ ×
18  18 防災訓練⑤ 18 特３ 18  18  18
土  火  木  日  水  水

○ × ○ -
19  19  19 特３　終業式 19 特５　中学年団会④ 19  19
日  水  金  月  木  木

○ × ○ ○ -
20 保健週間 20 りゅうち校外学習　　４年校外学習 20  20  20 特日課 20 春分の日
月  木 お話きらきら 土  火  金  金
○ ○ ○ ○
21 なかよし活動④ 21 クラブ④ 21  21 特５ 21  21
火 ６年学校保健委員会 金 学校評価基準日 日  水  土  土
○ ○ ○
22 １年校外学習 22  22  22 たのしい学校アンケート③ 22  22
水 転出調べ基準日 土  月  木  日  日
○ - ○
23 お話きらきら 23 勤労感謝の日 23  23 校区内園児１年授業参観 23 天皇誕生日 23
木 ６年薬学講座　　５年校外学習 日  火  金  月  月
○ - ○ -
24 委員会⑥（運動会打合せ）４年６校時カット 24 24 閉庁日 24  24  24
金  月  水  土  火  火 PTA監査・学年会計監査15:30～

○ - ○ -
25  25  25 閉庁日 25  25  25
土  火  木  日  水  水

○ － ○ 　－

26 PTA奉仕作業 26 りゅうち防災すごろく 26 閉庁日 26 特５　低学年団会③ 26 特日課 26
日  水  金  月 学校給食週間 木 お話きらきら最終 木

○ - ○ ○ 　－

27  27 ５年浜松市学力調査 27  27  27 ６年生に感謝する会　３校時 27 離任式
月 木  土  火  金 なかよし活動⑦ 金
○ ○ ○ ○ -
28 運動会総練習 28 クラブ⑤最終　３年見学 28  28 なかよし活動⑤ 28  28
火  金  日  水  土  土
○ ○ ○
29 特４ 29  29  29 お話きらきら 29
水  土 月  木 学校運営協議会④ 日
○ ○
30 総練習予備日 30  30  30 企画委員会集会 30
木  日  火  金  月
○ - ○ -
31 地域ふれあい活動打合せ 31  31  31
金  水  土  火
○ － -
日 22日 日 18日 日 15日 日 18日 日 18日 日 12日
給 22回 給 16回 給 13回 給 16回 給 18回 給 10回

3月10月 11月 12月 1月 2月



（様式１） 

令和  年  月  日  

 

浜松市立○○○学校 

夢をはぐくむ学校づくり推進協議会 

代表 ○○ ○○ 様 

 

浜松市立○○○学校運営協議会 

会長 ○○ ○○ 

 

夢育やらまいか事業に対する意見書 

 

 令和○年○○月○○日に開催した学校運営協議会において、下記の意見を議

決しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 学校運営の基本方針を具現化するための意見 
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